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1. 標準様式契約及び消費者が紛争解決方法を選択する権利 
 

 商事契約において、両当事者がある形態の紛争解決(すなわち、裁判または仲裁)に合意した場合、両当事者は、当該合意によ

り拘束され、合意された紛争解決の場において紛争を解決しなければなりません。ただし、一方当事者が消費者であり、かつ、物

品または役務の規定を内容とする標準様式契約 1である場合(または一般取引約款 2を含む場合)には、事態は異なります。 

  

 標準様式契約および一般取引約款は、サービス/商品提供者と消費者との間のあらゆる種類の契約に適用され得ます。商事仲

裁法上、両者の紛争について、当該事業者が当該商品及びサービスの供給に関する標準様式契約または一般取引約款に仲裁

条項を挿入し、かつ、消費者が当該仲裁条項に別途同意していない場合、消費者は、その裁量により、当該紛争を解決するため

に仲裁を選択する権利または裁判所を引き続き有します。3消費者を拘束する仲裁条項に関する合意を締結するためには、事業

者は契約を締結する前に、消費者に仲裁条項を通知しなければならず、かつ消費者が当該仲裁条項に同意しなければなりませ

ん。 

  

 また消費者権利保護法においても、事業者が契約を締結する前に仲裁条項を通知し、また消費者が、当該仲裁条項に同意しな

ければならない旨を規定しています。事業者が標準様式契約または一般取引約款に仲裁条項を挿入する場合、紛争が発生した

ときは、個人である消費者は、他の紛争解決方法を選択する権利を有するものとされます。4 

 

2. 関連判例 
 

 2018 年、ニャチャン市人民裁判所は、買主が一定期間にわたり不動産物件のユニットを占有する権利を購入するある種のサー

ビス契約に関する紛争を解決しました。当該契約の買主は 2 人の個人で、売主は旅行会社でした。当該契約は、シンガポール国

際仲裁センター(SIAC)が紛争解決方法として選定する、売主が作成した標準様式契約でした。それにも関わらず、買主は、紛争

解決のために上記裁判所に提訴し、当該裁判所は、買主の訴えを受理しました。当該裁判所は、当該サービス契約が仲裁条項

を含む標準様式契約であり、当該買主が仲裁条項に同意していなかったため、当該買主は、裁判所に訴え提起して紛争解決を

求める権利を有している、と判断しました。その後、当該判決は、人民最高裁判所判事委員会により、判例法 42/2021/AL として

選択・宣言されました。裁判官委員会は、次のように意見を述べました。 

 

当該契約は、サービス事業者が作成した、仲裁合意付きの標準様式契約書に分類されます。消費者(及び原告)が仲裁人

による紛争解決に同意せず、裁判所による解決を要請する場合、当該要請は、消費者権利保護法第 38 条、商事仲裁法第

                                                   
1  標準様式契約とは、消費者との取引のために事業者が作成した契約書を意味します(消費者権利保護法第 3.5 条)。 

2  一般取引約款とは、事業者が公表し、かつ、消費者に適用されるサービスの販売および/または供給に関するルールおよび規制

を意味します(消費者権利保護法第 3.6 条)。 

3 商事仲裁法第 17 条、決定 01/2014/NQ-HDTP 第 4.5 条 

4 消費者権利護法第 38 条 
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17 条および決定 01/2014/NQ-HDTP 第 4.5 条に適合しています。従って、事件の受理及び解決におけるニャチャン市人民

最高裁判所の行為は、法令に適合したものです。 

 

 上記宣言に基いて、当該判例は、実務上同じ問題を解決するため、裁判所間で一貫して適用されることとされています。 

 

 
  

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
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